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公立（道立）願書提出 について  重要   

・「保護者署名欄」以外は、本人が書いて（作成して）ください。 

・「保護者署名」は、わかりやすい字で書いていただけるようお願いいたします。 

・【願書提出】 

道立は『（受付番号が印刷された）願書』をプリントアウトする。本人・保護者がそれぞれ 

署名をする。「北海道収入証紙」と「進路用写真」を『願書』に貼り中学校に提出する。 

札幌市立は『願書』をプリントアウトする。（「銀行払い込み」の場合は願書に「納付書・ 

領収書」を貼る。）本人・保護者がそれぞれ署名をする。「進路用写真」を『願書』に貼り 

中学校に提出する。 

願書提出日は、どちらも 1 月１５日（木）朝です。期日厳守 

 

 ※印刷後、「大きな訂正を見つけた」「取り返しのつかない失敗をしてしまった」場合は、

道立も市立も、一から作り直してください。（道立は「一時保存」からではなく、最初か

ら新しい願書を作ることになります。）したがって、早めに「願書」をプリントアウトし

て、しっかりと確認することをお勧めします。 

   

 ※提出日に全員の『願書』を点検します。必要があれば、「訂正」をしてもらいます。 

  ＜＜1 月 15 日に、何らかの事情で本人が登校できない場合は、保護者の方が学校まで届けてください＞＞  

道立高校の場合 

  『北海道収入証紙』  を ３枚以内で買い、願書の所定の枠内に貼ってください。 

   全日制課程 2,200 円 ／ 定時制課程 950 円 

    ３枚以内ならば、どんな組み合わせでも可。 

  例：（全日制） 1,000 円 2 枚＋200 円 1 枚 

     （定時制） ５００円＋４００円＋５０円 各１枚   

   ・北洋銀行で購入できます。（自宅の電話番号等を聞かれる場合があります） 

   ・北海道銀行などは支店によるので、事前に確認してください。 

   ・運転免許試験場や中央警察署など各警察署でも購入できます。 

       （注意）郵便局などで購入できる「収入印紙」ではありません。 

  

   「北海道収入証紙」を貼るときの注意 

 ① 金額の大きい方から順に左詰めで貼ります。 

 

  2000 100 100 とか 1000 1000 200 とか 2000 200 空欄  

 

 ② それぞれが重ならないように貼ります。（３つあるそれぞれの枠の中心に貼る） 

 ③ 割り印は押さない。  



・「北海道有朋高等学校≪単位制による定時制の課程≫（自己推薦）」 

『募集要項』を配付します。『願書』は道教委有朋高専用の WEB で作成を始めてくださ 

い。「北海道収入証紙」（950 円分）を貼る。また、『募集要項』内の「出願補助票」も 

記入し、下部にある「受検票」の裏面に 4３５円分の切手を購入し貼ってください。  

  ……「自己推薦」の「願書」「出願補助票」の提出は、１月１５日（木）朝です…… 

 

・「北海道有朋高等学校≪単位制による定時制の課程≫（一般）」と 

「北海道有朋高等学校≪通信制の課程≫」の出願について 

出願受付期間が「単位制は３月 1０日（火）～」、「通信制は２月 1３日（金）～」です   

ので、提出日は３学期に入ってからご連絡します。 

 

 市立高校の願書 ＷＥＢ出願時に、「オンライン決済【 無 】を選択された方」 

  入学手数料「納付書・領収書」について 

  銀行払い込みを希望されるご家庭には、入試専用の『入学手数料「納付書・領収書」』をお渡

しします。担任に申し出てください。必要事項を全て記入し、近隣の銀行の窓口で（全日 2,200

円、定時 950 円）を支払い、「納付書・領収書」を受け取る。  

→完成した『願書』の指定欄に貼り付ける。 →1 月 15 日（木）朝、中学校へ提出。 

 

提出後の「出願変更」について  

 今回提出していただく「願書」は校内点検を経て高校へ提出します。 

  進路説明会でもお話ししましたが、提出後 1 度だけ（推薦受検は不可）出願先を変更できま

す。ただし、「出願変更」にはいくつかのルールがあり、その範囲内で変更が認められます。詳

しくは『進路説明会資料』の８ページをご覧ください。なお、全日制から定時制、定時制から全

日制への出願変更は特別な事情がない限り、一切認められません。 

 また本校では、出願変更の手続きは、保護者の方に行っていただくことにしています。限ら

れた期日の中で動きとなりますのでご協力ください。 

 

 具体的な動き：本人（保護者）から担任へ申し出。 

 →指定された日時に中学校へ来校し、書類を作成。（「願書」の作成が必要な場合あり） 

 →書類を持って当初出願した高校へ出向き、書類を提出。 

 →受領書を発行してもらう。高校間の書類の郵送に必要な郵券（郵送代）を請求されます。

（料金は後日紹介します）（場合によっては、出願変更先の高校へ行くこともある） 

 →高校から受け取った書類を中学校に提出する。 

   中学校での手続き予定日時：１月２７日（火）～１月３０日（金）の指定した時間  

 中学校が作成する書類もありますので、必ず前日までに担任へ連絡をしてください。その中で、

来校していただく時刻・持ち物等をご確認ください。 

 

進路相談では、例年通りの倍率を考えながら相談をしました。願書を提出した後は、その高 

校に向けて学習に取り組んだ方が集中できると思います。 

1 月 2６日（月）の 10：00 に「出願状況の発表」（道教委 WEB）があります。倍率の発表

を見てから迷うのではなく、「何倍までなら変えずに行く、何倍を超えたら出願変更をする」と

前もって決めておくのも 1 つの方法です。 


